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令和元年７月 ３日

　　　

判

　　　　

決

当事者の表示

　

別紙１当事者目録記載のとおり

主

　　　　

文

１

　

被告は， 別紙２原告写真目録記載１ないし６１及び別紙３被告写真目録記載１ないし１５６ の
各写真を複製し， 公衆送信してはならない。
２

　

被告は， 前項の各写真のデ」夕を廃棄せよ。
３

　

被告は， 原告に対し， ３０ 万５０ ００円及びこれに対する平成３０年２月 ９日から支払済みま
で年５分の割合による金員を支払え。
４

　

原告のその余の請求をいずれも棄却する。
５

　

訴訟費用は， これを３分し， その２を原告の負担とし， その余を被告の負担とする。
６

　

この判決は， 第１項及び第３項に限り， 仮に執行することができる。

事実及び理由

第１

　

請求
１

　

被告は， 別紙２原告写真目録記載１ないし６１及び別紙３被告写真目録記載１ないし１５６の
各写真を， 複製し， 改変し， 又は公衆送信してはならない。
２

　

被告は， 前項の各写真のデータを廃棄し， 原告に対し， その実態を報告せよ。
３

　

被告は， 原告に対し， 被告が紙媒体等で原告の著作権を侵害していないか調査して報告せよ。
４

　

被告は， 被告が運営するウェブサイ ト （ｈ ｔ

　

ｔｐ：／／

　

以下省略） のトップページに， 別紙
４謝罪広告目録記載の文章を３か月間掲載せよ。
５

　

被告は， 原告に対し， ５１万０６００円及びこれに対する平成３０年２月 ９日から支払済みま
で年５分の割合による金員を支払え。
６

　

被告は， 原告に対し， ７３万９４ ９７円及びこれに対する平成３０年１月３１日から支払済み
まで年６分の割合による金員を支払え。
第２

　

事案の概要
１

　

事案の要旨
本件は， 原告が， 原告代表者によりその職務上撮影された別紙２原告写真目録記載１ないし６１

の各写真 （以下， 番号順に 「本件写真１」 などといい， これらを一括して 「本件各写真」 とい
う。） は著作物であり， 被告において， 本件各写真を複製し， その複製物である別紙３被告写真目
録記載１ないし１５６の各写真 （以下， 番号順に 「被告写真１」 などといい， これらを一括して
「被告各写真」 という。 また， 本件各写真と被告各写真を併せて 「本件各写真等」 という。） を運
営するウェブサイトに掲載して公衆送信して原告の著作権 （複製権又は翻案権， 公衆送信権） 及び
著作者人格権 （氏名表示権， 同一性保持権） を侵害したなどと主張して， 被告に対し， 〔１〕 著作
権法１１２条１項に基づき， 本件各写真等の複製， 改変， 公衆送信の差止め （請求の趣旨１項），
〔２〕 同条２項に基づき， 本件各写真等のデータの廃棄， その実態の報告， 紙媒体による著作権侵
害の調査， 報告 （請求の趣旨２項， ３項）， 〔３〕 民法７０９条 （対象期間は平成２８年７月 ２６
日から平成３０年１月 ２５日までである。） に基づき， 損害金５１万０６００円 （著作権侵害につ
き４６万３８ ００円， 著作者人格権侵害につき４万６８００円の各損害金の合計額） 及びこれに対
する平成３０年２月 ９日から支払済みまで民法所定の年５分の割合による遅延損害金の支払 （請求
の趣旨５項）， 〔４〕 主位的に民法１９０条１項に基づき， 予備的に同法７０３条， ７０４条 （い
ずれの請求も対象期間は上記 〔３〕 と同じである。） に基づき， ７３万９４ ９７円及びこれに対す
る平成３０年１月３１日から支払済みまで商事法定利率である年６分の割合による遅延損害金又は
民法７０４条前段所定の利息の支払 （請求の趣旨６項）， 〔５〕 著作権法１１５条に基づき， 被告
の運営するウェブサイトへの謝罪広告の掲載 （請求の趣旨４項） を求める事案である。
２

　

前提事実 （当事者間に争いのない事実並びに後掲各証拠 （以下， 書証番号は特記しない限り枝

１／７

資料名：東京地方裁判所平成３０年 （ワ） 第１４８４３号

　

１ページ
著作権法に基づき提供された複写物です。 著作権者等の許諾がなければ、 掲載・配信等ができない場合があります。
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番の記載を省略する。） 及び弁論の全趣旨により容易に認められる事実）
（１） 当事者
ア

　

原告は， 家具・食器・雑貨・インテリア品・玩具等の販売・通信販売等を目的とする株式会社
である。
イ

　

被告は， 楽器並びにその部品類の販売等を目的とする株式会社である。
（２） 本件各写真
原告は， インターネット上で音楽雑貨等を販売しており， 自ら運営するウェブサイ ト （以下 「原

告ウェブサイ ト」 という。） 上の別紙５商品等一覧の 「商品」 欄記載の各商品 （以下， これらを－
括して 「本件各商品」 という。） を含む商品を販売するページにおいて， 販売促進のため， 本件各
商品の形態を示すものとして， 本件各商品を被写体とする本件各写真を掲載している。
本件各写真は， 原告代表者が， 平成２０年８月から平成２８年７月２日にかけて， 原告の発意に

基づき職務上作成したものである （甲３０， ３３）。
（３） 被告の行為
被告は， インターネット上で音楽雑貨等を販売しており， 自ら運営するウェブサイ ト （以下 「被

告ウェブサイ ト」 という。） に， 平成３０年１月 ２５日まで， 少なくとも， 被告写真８を掲載して
いた （甲１。 その他の被告各写真が掲載されていたかについては後述のとおり争いがある。）。
（４） 被告に対する請求

　

原告は， 平成３０年１月 ２ ４日頃， 同日付け内容証明郵便により， 被告に対し， 原告ウェブサイ
トに掲載している原告の著作物である写真を被告が無断で複製等して被告ウェブサイトで商行為に
利用しているなどとして， 解決金の支払等を請求した （甲３）。
３

　

争点
（１） 本件各写真は著作物であるといえるか （争点１）
（２） 著作権 （複製権又は翻案権， 公衆送信権） 侵害及び著作者人格権 （氏名表示権， 同一性保持
権） 侵害の成否， 又はそのおそれの有無 （争点２）
（３） データの廃棄に係る報告， 紙媒体による侵害の有無に係る調査及び報告の必要性 （争点３）
（４） 損害の発生の有無及びその額 （争点４）
（５） 返還すべき果実又は不当利得の存否及びその額 （争点５）
（６） 謝罪広告の必要性 （争点６）
第３

　

争点に対する当事者の主張
１

　

争点１ （本件各写真は著作物であるといえるか） について
【原告の主張】

　

本件各写真は， 原告代表者が， カメラアングル， レンズの焦点距離， 被写界深度， ライティング
を決め， 複数の光源としフ板を組み合わせて影をコントロールするなどして撮影した写真素材につ
いて， 色彩補正， トリミング等のレタッチを行って制作したものであり， 創作性を有するから， 著
作物である。
【被告の主張】

　

否認ないし争う。 本件各写真は， いずれも， 販売用の商品１点のみを被写体とし， 被写体を中央
に配置し， 又は拡大した程度の構図のものであって， カメラアングルも工夫に欠け， 背景等も一般
的なものであるから， 創作性はなく， 著作物であるとはいえない。 取り分け， 本件写真４２ないし
４４は， 商品を上から撮影しているだけであり， 本件写真４５， ４６， ５０ないし５２も， 商品の
販売用の写真として一般的なものであるから， これらに創作性が認められないことは明らかであ
る。
２

　

争点２ （著作権 （複製権又は翻案権， 公衆送信権） 侵害及び著作者人格権 （氏名表示権， 同一
性保持権） 侵害の成否， 又はそのおそれの有無） について
【原告の主張】
（１） 著作権侵害

　

被告は， 少なくとも， 平成２８年７月 ２６日から平成３０年１月 ２ ５日まで， 被告各写真を被告
ウェブサイトに掲載して公衆送信した。 被告各写真は， 本件各写真を複製し， 又は翻案したもので
あるから， 被告は， 原告の本件各写真についての複製権又は翻案権及び公衆送信権を侵害したもの
である。
（２） 著作者人格権侵害
ア

　

氏名表示権

　

被告は， 被告各写真を被告ウェブサイトに掲載して公衆送信するに際し， 著作者名として原告の
名称を表示しておらず， 原告の本件各写真についての氏名表示権を侵害した。
イ

　

同一性保持権

　

被告は， 本件各写真の画素数を変更し， 不可逆圧縮により改変して， 著しく画質を劣化させて被
告各写真を作成しており， 被告のこの行為は， 画質についての原告の意図を無視して本件各写真を
変更し， 又は改変したものであるから， 原告の本件各写真についての同一性保持権を侵害するもの
である。
（３） 侵害のおそれ

２／７
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被告は， 今後も本件各写真等を複製し， 改変し， 又は公衆送信するおそれがある。
【被告の主張】
（１） 著作権侵害

　

被告が被告写真８を被告ウェブサイトに掲載して公衆送信したことは認め， その余は否認ないし
争う。
（２） 著作者人格権侵害
ア 氏名 表示 権

　　　　　　　　

Ｌ
争 う。

　　　　　　　　　　　　

．
イ

　

同一性保持権

　

争う。 本件各写真と被告各写真は， 構図， 色合い等が同じであるから， 画質が微妙に異なるとい
う程度の変更によって， 通常人において名誉感情を害されるものではなく， 原告の本件各写真につ
いての同一性保持権を侵害するものではない。
（３） 侵害のおそれ
争う。

３

　

争点３ （データの廃棄に係る報告， 紙媒体による侵害の有無に係る調査及び報告の必要性） に
）し、て
【原告の主張】

　

デジタルデータは， 複製， 保存， 隠ぺいが容易であり， 侵害行為を予防するためには， 被告に本
件各写真等のデ」夕の廃棄を求めるだけでは不十分であって， データの廃棄に係る報告， 紙媒体に
よる侵害の有無に係る調査及び報告をさせる必要があるから， 上記調査及び報告は， 著作権法１１
２条２項に規定する侵害の予防に必要な措置である。
【被告の主張】
争う。

４

　

争点４ （損害の発生の有無及びその額） について
【原告の主張】
（１） 本件各写真の使用料相当額に係る損害 （著作権法１１４条３項） は， 〔１〕 複製権侵害につ
き１８万３０００円 （３０ ００円× ６１枚）， 〔２〕 公衆送信権侵害につき２８万０８ ００円 （１
０ ０円 × １ ５６枚× １８か月）， 〔３〕 同一性保持権 （翻案権） 侵害につき３万９０ ００円 （２５
０円 × １ ５６枚）， 〔４〕 氏名表示権侵害につき７８ ００円 （５０円 × １ ５６枚） の合計５１万０
６ ００円である。
（２） 前記 （１） の損害額は， 株式会社アマナイメージズ （以下 「アマナイメージズ」 という。）
のデジタル写真レンタルサービスに係る価格表 （甲１９） によっても裏付けられている。 すなわ
ち， アマナイメージズの価格表において， 画像素材１点当たりの使用期間１年までの使用単価は３
万８８８０円， 使用期間３年までの使用単価は６万０４ ８０円， 無断使用した場合には使用料金の
２００％を請求できるとされており， 同表によれば， 本件各写真の使用料相当額は前記 （１） より
はるかに高額である。
【被告の主張】
（１） 本件各写真の創作性の程度の低さなどに照らせば， 販売用の広告写真１枚当たりの使用料相
当額はせいぜい１０００円程度であり， そうすると， 本件各写真の使用料相当額に係る損害 （著作
権法１１４条３項） は， 合計６万１０００円である。
（２） また， 被告において有限会社学遊社 （以下 「学遊社」 という。） に本件各写真と同じカット
でプロカメラマンによる写真撮影の見積りを依頼したところ， ライティングを施すことを含む見積
額が８万円であったから， 本件各写真の使用料相当額に係る損害 （著作権法１１４条３項） は， 高
くても合計８万円である。
５

　

争点５ （返還すべき果実又は不当利得の存否及びその額） について
【原告の主張】

　

被告が被告ウェブサイトで販売していた本件各商品は， 本件各写真がなければ販売できないもの
であり， 被告は， 原告の著作物である本件各写真を悪意によって占有し， これらを被告各写真とし
て被告ウェブサイ トで公開したことにより， 本件各商品の受注利益を得た。

　

被告ウェブサイ トにおいて， 毎月， １０００円未満の商品は１０個， ３ ０００円未満の商品は５
個， ３０００円以上の商品は２個販売されていたとすると， 被告各写真の掲載期間における本件各
商品の売上 （税抜） は２９６万２８００円であり， 対応する仕入額は１８２万１６００円であっ
て， 粗利は１１４万１２００円であるから， その６割に相当する６８万４７ ２０円に消費税額５万
４ ７７７円を加えた７３万９４ ９７円を原告に分配するのが公平である。

　

よって， 上記７３万９４ ９７円は， 民法１９０条１項に基づいて返還されるべき果実， 又は同法
７０３条に基づく不当利得である。
【被告の主張】
否認ないし争う。

６

　

争点６ （謝罪広告の必要性） について
【原告の主張】
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原告ウェブサイトは， 原告独自のものとして制作され， その仕上がりや表現性を高く評価されて
いたものであるが， 本件各写真の複製物である被告各写真が出回ったことにより， 原告ウェブサイ
トの独自性が損なわれ， 原告の名誉感情が侵害された。 また， 原告及び被告は音楽愛好家という同
一の顧客層を対象としており， 原告ウェブサイトの独自性に対する顧客の信頼は著しく損なわれて
い る。

　

したがって， 著作権法１１５条所定の措置として， 被告ウェブサイトに別紙４謝罪広告目録記載
の文章を掲載する必要がある。Ｌ
【被告の主張】
否認ないし争う。

第４

　

当裁判所の判断
１

　

争点１ （本件各写真は著作物であるといえるか） について
（１） 本件各写真は， 本件各商品を販売するために撮影されたものであると認められるところ （甲
３３）， 以下のとおり， いずれも， 商品の特性に応じて， 被写体の配置， 構図・カメラアングルの
設定， 被写体と光線との関係， 陰影の付け方， 背景等の写真の表現上の諸要素につき相応の工夫が
されており， 撮影者の思想又は感情が創作的に表現されているということができる。
ア

　

すなわち， 本件写真１ないし４は， ト音記号， 楽譜又は楽器の柄のネクタイを被写体とするも
のであり， ネクタイの下端部を手前にして波打つように配置され， 背景はネクタイの下端部が配置
された写真下部を白色， 写真上部を暗い灰色又は黒色とし， 陰影が明確に付されるなどして， ネク
タイの柄や質感を視覚的に認識しやすいものとなっており， 商品の販売用の写真として相応の工夫
がされているということができる。
イ

　

本件写真５ないし１０は， 弦楽器の柄のコイ ンケース等の商品を被写体とするものであり， 本
件写真５， ７， ９は， 商品を中央に配置して全体を撮影したもの， 本件写真６， ８， １ ０ は， 柄の
部分を大きく撮影したものであって， 商品の配置の仕方や陰影の付し方により， 商品の質感や弦楽
器の柄を視覚的に認識しやすいものとなっており， 商品の販売用の写真として相応の工夫がされて
いるということができる。
ウ

　

本件写真１１ないし４０は， 楽器を演奏する動物等の置物を被写体とするものであり， 本件写
真 １１， １４， １７， ２０， ２３， ２６， ２９， ３２， ３ ５， ３８は， 商品の前方を正面から撮影
したもの， 本件写真１２， １５， １８， ２１， ２４， ２ ７， ３０， ３３， ３６， ３９は， 商品の後
方を斜め上から撮影したもの， 本件写真１３， １６， １９， ２２， ２ ５， ２８， ３１， ３４， ３
７， ４０は， 動物等の顔を斜め上から大きく撮影したものであって， 背景は緑色， 白色又はそれら
のグラデーションとし， 陰影を付すなどして， 動物等の表情や演奏態様等を視覚的に認識しやすい
ものとなっており， 商品の販売用の写真として相応の工夫がされているということができる。
ェ

　

本件写真４１ないし４４は， 鍵盤等の柄のフロアマットを被写体とするものであり， 本件写真
４１及び４３は， 四角形状の商品の形態に沿って商品のみを大きく撮影したもの， 本件写真４２及
び４４は， その一部を大きく撮影したものであって， 生地の質感や鍵盤等の柄を視覚的に認識しや
すいものとなっており， 商品の販売用の写真として相応の工夫がされているということができる。
オ

　

本件写真４５ない し５０は， 写譜用のペンを被写体とするものであり， 本件写真４５， ４ ７，
４９は， 商品を中央に配置して全体を撮影したもの， 本件写真４６， ４ ８， ５０は， ペンの先端部
分を大きく撮影したものであって， 商品に光を反射させ， 背景を白色とし， 陰影を付すなどして，
商品の質感や細かい模様を視覚的に認識しやすいものとなっており， 商品の販売用の写真として相
応の工夫がされているということができる。
力

　

本件写真５１及び５２は， 写譜用のペンの替芯 （５本） 及びそのケ」スを被写体とするもので
あり， ケースから突出する替芯につき長さを変えた状態で大きく撮影したものであって， 背景を白
色とし， 陰影を付すなどして， 商品の形状を視覚的に認識しやすいものとなっており， 商品の販売
用の写真として相応の工夫がされているということができる。
キ

　

本件写真５３ないし６１は， トランペット等の楽器の柄の黒色クリアファイルを被写体とする
ものであり， 本件写真５３， ５５， ５７， ５９は， 商品を中央に配置して全体を撮影し， 柄の部分
に光を反射させ， 背景は黒色を基調とし， 陰影を付すなどしたもの， 本件写真５４， ５６， ５８，
６０は， 柄の部分を大きく撮影したものであって， トランペット等の楽器の柄を視覚的に認識しや
すいものとなっており， 商品の販売用の写真として相応の工夫がされているということができる。
また， 本件写真６１は， 商品を中央に配置して柄のない方向から全体を撮影したものであり， 背景
を白色と黒色のグラデーションとし， 陰影を付すなどして， 商品の形状を視覚的に認識しやすいも
のとなっており， 商品の販売用の写真として相応の工夫がされているということができる。
ク

　

以上のとおり， 本件各写真には， 商品の販売用の写真として相応の工夫がされており， 撮影者
の思想又は感情が創作的に表現されているということができる。
（２） 被告は， 本件各写真が著作物であることを争い， 取り分け， 本件写真４２ないし４４は商品
を上から撮影しているだけであり， 本件写真４５， ４ ６， ５０ ない し５２は商品の販売用の写真と
して一般的なものであるから， これらに創作性が認められないことは明らかである旨主張するが，
前記のとおり， 本件各写真には， 商品の販売用の写真として相応の工夫がされており， 撮影者の思
想又は感情が創作的に表現されているということができるのであって， 被告の上記主張は採用する
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ことができない。
（３） 以上によれば， 本件各写真には創作性が認められ， 前記前提事実 （２） のとおり， これらは
原告代表者によって原告の発意に基づき職務上作成されたものであるから， いずれも， 原告の著作
物であると認められる。
２

　

争点２ （著作権 （複製権又は翻案権， 公衆送信権） 侵害及び著作者人格権 （氏名表示権， 同一
性保持権） 侵害の成否， 又はそのおそれの有無） について
（１） 著作権侵害の成否

　　　　

Ｌ
ア （ア） 証拠 （甲１， ２０， ，３４， ３７） 及び弁論の全趣旨によれば， 被告は， 被告各写真を被告
ウェブサイト上の本件各写真を販売するページにおいて， 本件各商品の形態等を示して販売を促進
するために掲載しており， 掲載期間の終期は平成３０年１月 ２ ５日であったこと， 被告写真１ない
し４については， 少なくとも， 平成２８年７月 ４日の時点で， 被告ウェブサイトに掲載されていた
ことが認められる。 これらに加えて， 被告が被告ウェブサイトで本件各商品の販売を開始した時期
につき別紙５写真等一覧の 「販売開始時期 （被告）」 欄のとおり主張していること， 一般にウェブ
サイト上で商品を販売する際に商品の写真など形態を示すものを掲載しないとは考え難いことに照
らせば， 被告各写真の掲載期間の始期は， 同欄のとおりであったと推認するのが相当である。
（イ） そして， 被告各写真は， 別紙３被告写真目録のとおりであり， いずれも， 本件各写真と画素
数が異なるとしても， 前記のとおり， 被告ウェブサイト上で販売対象である本件各商品の形態を示
すものとして掲載されており， 限定的な大きさで表示されるものとして作成されたと推認され， 実
際にそのように表示されていると認められる （甲２０， ３０） ことからすれば， 本件各写真に修正
等を加えた新たな創作的表現であるというのではなく， 別紙５商品等一覧の該当欄に対応する本件
各写真と実質的に同一のものとして， 本件各写真に依拠して有形的に再製されたものであると認め
ることができる。
（ウ） したがって， 被告は， 被告各写真を被告ウェブサイトに掲載するに当たり， 本件各写真を複
製して原告の本件各写真についての複製権を侵害したと認められ， また， 被告各写真を被告ウェブ
サイトに掲載して公衆送信したことにより、 原告の本件各写真についての公衆送信権を侵害したと
認められる。
イ

　

原告は， 被告各写真が被告ウェブサイトに掲載されていた期間について， 平成２８年７月 ２６
日から平成３０年１月 ２５日までであると主張するが， 前記アの推認を覆すに足る証拠はない。
（２） 著作者人格権侵害の成否
ア

　

証拠 （甲１， ２０， ３７） によれば， 被告ウェブサイトや被告各写真には， 被告各写真の掲載
期間中， 原告の実名若しくは変名が表示されていなかったと認められるから， 被告は， 被告各写真
を被告ウェブサイトに掲載して公衆送信するに際し， 原告の氏名表示権を侵害したと認められる。
イ

　

被告各写真が本件各写真と画素数が異なるとしても， 前記第２の２ （２） のとおり， 本件各写
真がウェブサイト上で商品販売促進用に限定的な大きさで表示されるものとして作成されているこ
と， 被告各写真も前記 （１） ア （イ） にみたとおりに作成され， 表示されていることからすれば，
当該画素数の変更が原告の意に反するものであるとまでは認められず， その他これを認めるに足る
証拠はないから， 被告が原告の同一性保持権を侵害したとは認められない。
（３） 侵害のおそれの有無
ア

　

前記のとおり， 被告は， 本件各商品の販売促進のための写真として， 同様に本件各商品をウェ
ブサイト上で販売していた競業関係にある原告において販売促進のために用いていた本件各写真を
利用しており， 本件各写真の点数も６１に上るのであって， このような著作権侵害行為の態様に加
えて， 本件各写真と被告各写真が実質的に同一のものであること， 被告が現在も著作権侵害の事実
を争っていることなどに照らせば， 被告には， 今後も， 本件各写真の複製や被告各写真の公衆送信
のみならず， 被告各写真の複製や本件各写真の公衆送信による原告の著作権 （複製権， 公衆送信
権） 侵害のおそれがあると認められる。
イ

　

原告は， 本件各写真等の改変の差止めも求めているが， 本件各写真等の改変によって原告のい
かなる権利が侵害されるか明らかでなく， 仮に， 翻案権侵害又は同一性保持権侵害をいうものであ
るとしても， 前記 （１） 及び （２） における検討に照らせば， 上記の侵害のおそれがあるとまでは
認められず， 本件全証拠によっても， 本件各写真等の改変による原告の本件各写真についての著作
権又は著作者人格権侵害のおそれがあるとは認められない。
３

　

争点３ （データの廃棄に係る報告， 紙媒体による侵害の有無に係る調査及び報告の必要性） に
ついて

　

原告は， 著作権法１１２条２項に定める著作権等の侵害の予防に必要な措置として， 本件各写真
等のデータの廃棄に加えて， その実態の報告， 紙媒体による侵害の有無に係る調査及び報告を求め
るが， 本件各写真等のデータの廃棄を超えて， 被告にそのような調査及び報告をさせることが本件
各写真等の複製及び公衆送信に係る差止請求権の実現のために必要な範囲内のものであるとはいえ
ないから， 上記のような調査及び報告の必要性を認めることはできない。
４

　

争点４ （損害の発生の有無及びその額） について
（１） 前記のとおり， 被告は， 原告の著作権 （複製権， 公衆送信権） 及び著作者人格権 （氏名表示
権） を侵害しており， これらについて， 少なくとも， 過失があると認められるから， 不法行為によ
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る損害賠償責任を負っているところ， 原告は， 本件各写真の使用料相当額に係る損害 （著作権法１
１４条３項） として， 著作権侵害に係るものにつき合計４６ 万 ３８ ０ ０円， 著作者人格権侵害に係
るものにつき合計４万６８ ００円の損害が生じたと主張する。
（２） そこで検討すると， 前記のとおり， 被告は， 原告が本件各写真を原告ウェブサイトに掲載す
ることによって販売していた本件各商品を， 本件各写真と実質的に同一の被告各写真を被告ウェブ
サイトに掲載することによって販売していたものであり， このような被告各写真の使用態様に加え
て， 被告各写真の掲載期間は長じ、もので１年６か月にわたること， 証拠 （乙２） 及び弁論の全趣旨
によれば， 画像素材の販売業者である 「ペイレスイメージズ」 のウェブサイトでは， 画像素材の単
品での購入価格が４３２円から５ ４ ００円までとされていると認められることなど， 本件訴訟に現
れた事情を考慮すると， 本件各写真の複製及び公衆送信につき受けるべき金銭の額 （著作権法１１
４条３項） は， 写真１枚当たり５０ ００円と認めるのが相当である。 もっとも， 原告の氏名表示権
が侵害されたことによって， 別途の財産的損害が生じたと認めるに足りない。
（３） ア

　

これに対し， 原告は， アマナイメージズの価格表において， 画像素材１点当たりの使用
期間１年までの使用単価は３万８８８０円， 使用期間３年までの使用単価は６万０４８ ０円， 無断
使用した場合には使用料金の２００％を請求できるとされていることを主張するが， 弁論の全趣旨
によれば， アマナイメージズは， 画像素材のレンタルや販売を業とする株式会社であると認められ
るのに対し， 本件各写真はレンタルや販売を目的として撮影されたものではないから， 原告が主張
する価格表について本件各写真の複製及び公衆送信に係る著作権法１１４条３項所定の損害額の算
定に当たりて大きく考慮することは相当とはいえない。
イ

　

他方で， 被告は， 〔１〕 本件各写真の創作性の程度の低さなどに照らせば， 販売用の広告写真
１枚当たりの使用料相当額はせいぜい１０００円程度である， 〔２〕 被告において学遊社に本件各
写真と同じカットでプロカメラマンによる写真撮影の見積りを依頼したところ， ライティングを施
すことを含む見積額が８万円であったから， 本件各写真の使用料相当額に係る損害は高くても合計
８万円である旨主張する。

　

しかしながら， 〔１〕 については， 前記のとおり， 本件各写真は， 商品の販売用の写真として相
応の工夫がされているということができるから， 創作性の程度が低いことを理由として著作権法１
１４条３項所定の損害額を著しく低額にすべきであるということはできない。

　

〔２〕 については， 証拠 （甲４１， 乙３） 及び弁論の全趣旨によれば， 学遊社は， 被告から提供
を受けた本件各写真をサンプルとして参照し， 本件各写真に対応する６１カットの写真を半日でま
とめて撮影した場合の撮影料を見積もったものと認められるところ， 学遊社の見積りは， 本件各写
真をサンプルとして参照しているため， 被写体の配置， カメラアングル・構図等を検討する必要は
なく， また， 半日でまとめて撮影しているため， 複数日にわたって撮影されたと認められる本件各
写真と比べて撮影費用が低額となっているとみる余地があることなどからすれば， 見積額が８万円
であるからといって， 本件各写真の複製及び公衆送信に係る著作権法１１４条３項所定の損害額が
同程度であるということはできない。
（４） そうすると， 本件各写真の複製及び公衆送信につき受けるべき金銭の額 （著作権法１１４条
３項） は， 合計３０ 万５０００円 （５０ ０ ０円 × ６１枚） であると認められる。
５

　

争点５ （返還すべき果実又は不当利得の存否及びその額） について
原告は， 被告は， 原告の著作物である本件各写真を悪意によって占有し， これを被告各写真とし

て被告ウェブサイトで公開したことにより， 本件各商品の受注利益を得たとして， 主位的に民法１
９０条１項に基づき， 予備的に同法７０３条， ７０４条に基づき， ７３万 ９４ ９７円等の支払を求
めるが， 物の占有に関する民法１９０条１項が無体財産権である著作権の侵害の場面に適用される
か否かについては措くとしても， 本件各写真の占有又は利用によって被告が受注利益に相当する果
実又は利得を得たと認めることはできない。
６

　

争点６ （謝罪広告の必要性） について

　

原告は， 被告の行為により原告の名誉感情が侵害されたなどとして， 著作権法１１５条所定の名
誉回復等の措置として， 被告ウェブサイトに別紙４謝罪広告目録記載の文章を掲載する必要がある
旨主張する。

　

しかしながら， 著作権法１１５条における著作者の名誉声望とは， 著作者がその品性， 徳行， 名
声， 信用等の人格的価値について社会から受ける客観的な評価， すなわち社会的名誉声望を指すも
のであって， 人が自己自身の人格的価値について有する主観的な評価， すなわち名誉感情は含まれ
ないものと解されるから （最高裁昭和５８年 （オ） 第５１６号同６１年５月 ３０日第二小法廷判
決・民集４０巻４号７２５頁参照）， 原告の請求が主観的な名誉感情の侵害を理由とするものであ
れば， もとより採用することはできず， また， 本件全証拠によっても， 原告の社会的名誉声望が侵
害されたとは認められず， 差止めや損害賠償等に加えて， 著作権法１１５条所定の名誉回復等の措
置を認める必要があるとも認められない。
７

　

小括
以上のとおり， 被告は， 原告の本件各写真についての著作権 （複製権， 公衆送信権） を侵害した

ものであり， 今後も， 本件各写真等の複製， 公衆送信による著作権 （複製権， 公衆送信権） 侵害の
おそれがあると認められるから， 原告の著作権法１１２条１項， 同条２項に基づく請求は， 被告に

６／７
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対し， 本件各写真等の複製， 公衆送信の差止め， 本件各写真等のデ」夕の廃棄を求める限度で理由
がある。 また， 本件各写真の複製及び公衆送信に係る損害は合計３０ 万５ ０００円であるから， 原
告の民法７０９条に基づく請求は， 被告に対し， ３０ 万 ５０ ００円及びこれに対する不法行為後で
ある平成３０年２月 ９日から支払済みまで民法所定の年５分の割合による遅延損害金の支払を求め
る限度で理由がある。
第５

　

結論

　

よって， 原告の請求は、 主文第１項ないし第３項の限度で理由があるからこれらを認容し， その
余は理由がないから棄却することとして， 主文のとおり判決する。
東京地方裁判所民事第２９部
裁判長裁判官

　

山田真紀

　

裁判官

　

矢野紀夫

　

裁判官

　

西山芳樹

（別紙一覧）
別紙１

　

当事者目録
別紙２ 原告写真目録
別紙３ 被告写真目録
別紙４ 謝罪広告目録
別紙５

　

商品等一覧
（別紙１） 当事者目録
原告 株式会社プレリュード
被告 株式会社アンダンテ
同訴訟代理人弁護士

　

長野哲久
同 長野修一
同

　

正畠大生
同

　

長野英樹
（別紙２） 原告写真目録は省略
（別紙３） 被告写真目録は省略
（別紙４） 謝罪広告目録

　

株式会社アンダンテは， 株式会社プレリュード殿が音楽愛好家のための精魂を込めて制作してい
るウェブサイトから， 著作者の制作意図を無視する形で自社の利益のために写真を無断盗用いたし
ました。 関係各位に謹んでお詫び申し上げると共に， 爾後の再発防止をお約束いたします。
（別紙５） 商品等一覧は省略
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